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井　本　菜　柑

十　君　公　武

津

成　美　雄　美

至

議

員

提

出

議

案

第

　

二

　

号

三
朝
町
議
会
萎
負
会
条
例
の
全
部
改
正
に
つ
い
て

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

､

別

紙

の

と

お

り

地

方

自

治

法

第

百

十

二

条

及

び

三

朝

町

議

会

会

議

規

則

第

十

四

条

の

規

定

に

よ

り

提

出

し

ま

す

｡

昭
和
六
十
二
年
三
月
十
四
日

提
出
者

賛
成
者

賛
成
者

栄
成
者

昭
和
六
弐
箪
婆
月
廿
捨
日

三
朝
町
議
会
議
員

三
朝
町
読
会
議
員

三
朝
町
議
会
議
員

三
朝
町
読
会
読
点

原
案
可
決

三
朝
町
畿
会
議
長
安
井
由
符



中

　

l

　

●

'

1

.

〇

提
案
理
由

行

政

の

近

代

化

と

と

も

に

､

町

村

議

会

に

課

せ

ら

れ

た

責

務

は

益

々

重

要

と

な

り

､

今

回

｢

標

準

｣

町

村

議

会

委

員

会

条

例

が

全

部

改

正

さ

れ

た

の

で

､

本

町

議

会

委

員

会

条

例

も

こ

れ

に

準

じ

て

全

部

改

正

を

行

な

い

､

議

会

運

営

の

合

理

化

､

能

率

化

を

は

か

ろ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る

｡
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一

.

▲

三
朝
町
　
議
A
t
q
一
委
員
会
条
例

三
朝
町
議
会
委
員
会
条
例
(
昭
和
何
丁
生
三
朝
町
条
例
撃
/
=
八
号
)
の
全
部
を
攻
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

目
次第

一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

通
則
八
第
l
粂
-
第
十
1
粂
)

会
議
及
び
規
律
(
第
十
二
条
-
第
十
九
条
)

公
聴
会
(
第
二
十
条
-
第
二
十
五
条
)

記
録
(
第
二
十
六
条
)

第
五
章
　
補
則
(
第
二
十
七
粂
)

附

　

則第
一
章
　
通
則

(
常
任
委
員
会
の
設
置
)

第
一
粂
　
議
会
に
常
任
委
員
会
を
置
く
｡

(
常
任
委
員
会
の
名
称
､
委
員
定
数
及
び
そ
の
所
管
)

第
二
粂
　
常
任
委
員
会
の
名
称
､
委
員
の
定
数
及
び
所
管
は
､
別
表
の
と
お
り
と
す
る
｡

(
常
任
委
鼻
の
任
期
)

第
三
粂
　
常
任
委
員
の
任
期
は
､
二
年
と
す
る
｡
た
だ
し
'
後
任
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
在
任
す
る
｡



ユ.

2
　
補
欠
委
員
の
任
期
は
､
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
｡

(
常
任
委
員
の
任
期
の
起
算
)

第
四
粂
　
常
任
委
員
の
任
期
は
'
選
任
の
日
か
ら
起
算
す
る
｡
た
だ
し
､
任
期
満
了
に
よ
る
後
任
者
の
選
任
が
任
期
満
了
前
に
行
わ
れ
た
と
き
は
､

そ
の
選
任
に
よ
る
委
員
の
任
期
は
､
前
任
の
委
員
の
任
期
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
｡

(
特
別
委
貞
会
の
設
置
)

第
五
条
　
特
別
委
員
会
は
'
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
議
会
の
議
決
で
置
-
｡

2
　
特
別
委
員
会
の
委
員
の
定
数
は
'
議
会
の
議
決
で
定
め
る
｡

(
委
員
の
選
任
)

第
六
条
　
常
任
委
員
及
び
特
別
委
員
(
以
下
｢
委
員
｣
と
い
う
｡
)
は
､
議
長
が
会
議
に
諮
っ
て
指
名
す
る
｡

2
　
常
任
委
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
後
任
者
の
選
任
は
､
そ
の
任
期
満
了
前
三
十
日
以
内
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
｡

3
　
議
長
は
､
常
任
委
員
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
､
会
議
に
諮
っ
て
当
鋲
委
員
の
委
員
会
の
所
属
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

4
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
所
属
を
変
更
し
た
常
任
委
員
の
任
期
は
'
第
三
粂
《
常
任
委
員
の
任
期
》
第
二
項
の
例
に
よ
る
｡

(
委
員
昆
及
び
副
委
員
長
)

第
七
粂
　
常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
(
以
下
｢
委
員
会
｣
と
い
う
｡
)
に
'
委
員
長
及
び
副
委
員
長
l
人
を
置
-
｡

2
　
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
､
委
員
会
に
お
い
て
互
選
す
る
｡

3
　
委
貞
長
及
び
副
委
員
長
の
任
期
は
､
委
員
の
任
期
に
よ
る
｡

(
委
員
長
及
び
副
萎
貞
長
が
と
も
に
な
い
と
き
の
互
選
)

L
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第
八
粂
　
委
員
長
及
び
副
委
員
島
が
と
も
に
な
い
と
き
は
､
議
長
が
委
員
会
の
招
集
日
時
及
び
場
所
を
定
め
て
､
委
員
長
の
互
選
を
行
わ
せ
る
｡

2
　
前
項
の
互
選
に
関
す
る
職
務
は
､
年
長
の
委
員
が
行
う
｡

(
委
員
長
の
議
事
整
理
及
び
秩
序
保
持
権
)

第
九
粂
　
委
員
長
は
､
委
員
会
の
議
事
を
整
理
し
､
秩
序
を
保
持
す
る
｡

(
委
員
長
の
職
務
代
行
)

第
十
条
　
委
員
島
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
､
副
委
員
長
が
委
員
長
の
職
務
を
行
う
｡

2
　
委
員
長
及
び
副
委
員
長
に
と
も
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
､
年
長
の
委
員
が
委
貞
長
の
職
務
を
行
う
｡

(
委
員
長
､
副
委
員
長
及
び
特
別
委
員
の
辞
任
)

第
-
一
条
　
委
員
邑
及
び
副
委
員
島
が
辞
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
委
員
会
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

-
　
特
別
委
員
が
辞
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
議
会
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

第
二
章
　
会
読
及
び
規
律

(
招
集
)

第
十
二
条
　
委
員
会
は
'
委
員
長
が
招
集
す
る
｡

2
　
委
員
の
定
数
の
半
数
以
上
の
者
か
ら
審
査
又
は
調
査
す
べ
き
事
件
考
ポ
し
て
招
集
の
結
束
が
あ
っ
た
と
き
は
､
委
員
長
は
､
委
員
会
を
招
集
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(
定
居
数
)

第
十
三
条
　
委
員
会
は
､
委
員
の
定
数
の
半
数
以
上
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
議
を
開
-
こ
と
か
で
き
な
い
｡
た
だ
し
､
第
十
五
条
《
委
員
昆



チ

及
び
委
員
の
除
斥
》
の
規
定
に
よ
る
除
斥
の
た
め
半
数
に
達
し
な
い
と
き
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
｡

(
表
決
)

第
十
四
条
　
委
員
会
の
議
事
は
､
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
､
可
否
同
数
の
と
き
は
､
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
.

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
､
委
員
長
は
､
委
員
と
し
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

(
委
員
長
及
び
委
員
の
除
斥
)

第
十
五
条
　
委
員
最
及
び
委
員
は
､
自
己
若
し
-
は
父
母
､
祖
父
母
､
配
偶
者
r
子
､
孫
若
し
-
は
兄
弟
姉
妹
の
一
身
上
に
関
す
る
事
件
又
は
自
己

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
従
事
す
る
業
務
に
直
接
の
利
害
関
係
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
､
そ
の
妹
事
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
た
だ
し

'
委
点
金
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
は
､
会
議
に
出
席
し
て
､
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
傍
聴
の
取
扱
い
)

第
十
六
条
　
委
員
会
は
'
議
員
の
ほ
か
､
委
員
長
の
許
可
を
得
た
者
が
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

2
　
委
鼻
長
は
､
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
､
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
秘
密
会
)

第
十
七
粂
　
委
員
会
は
､
そ
の
議
決
で
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

2
　
委
員
会
を
秘
密
会
と
す
る
委
貞
長
又
は
妻
点
の
発
議
に
つ
い
て
は
､
討
始
を
用
い
な
い
で
委
員
会
に
諮
っ
て
決
め
る
｡

(
出
席
税
明
の
要
求
)

第
十
八
森
　
委
員
会
は
､
審
査
又
は
甜
査
の
た
め
'
町
長
､
教
育
委
員
会
の
重
点
長
､
選
挙
管
理
重
点
金
の
委
員
長
､
公
平
重
点
金
の
妻
旦
長

､
農
業
委
員
会
の
会
長
及
び
監
査
委
員
そ
の
他
法
令
又
は
条
例
に
基
づ
-
委
員
会
の
代
表
者
又
は
委
員
並
び
に
そ
の
委
任
又
は
嘱
託
を
受
け
た
者

r ∫

■



号

I

に
対
し
､
説
明
の
た
め
出
席
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
'
議
長
を
経
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(
秩
序
保
持
に
関
す
る
措
置
)

第
十
九
条
　
委
員
会
に
お
い
て
地
方
自
治
法
(
昭
和
一
手
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
､
会
議
規
則
又
は
こ
の
条
例
に
達
反
し
､
そ
の
他
委
員
会
の
秩

序
を
乱
す
委
員
が
あ
る
と
き
は
'
委
員
長
は
､
こ
れ
を
制
虹
し
､
又
は
発
言
を
取
り
消
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

2
　
委
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
､
委
員
長
は
､
当
日
の
委
員
会
が
終
わ
る
ま
で
発
言
を
禁
止
し
'
又
は
退
場
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
｡

3
　
委
員
長
は
'
委
員
会
が
騒
然
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
揺
め
る
と
き
は
'
委
員
会
を
閉
じ
､
又
は
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第
三
章
　
公
聴
会

(
公
聴
会
開
催
の
手
続
)

第
一
'
ト
条
　
委
員
会
か
､
公
聴
会
を
開
こ
う
と
す
る
と
き
は
､
議
長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

2
　
議
良
は
､
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
､
そ
の
日
時
'
場
所
及
び
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
示
す
る
｡

八
鹿
鬼
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
申
出
)

第
二
卜
〃
粂
　
公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
､
文
書
で
あ
ら
か
じ
め
そ
の
理
由
及
び
案
件
に
対
す
る
賛
否
を
､
そ
の
委
員
会

に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢
公
述
人
の
決
定
)

第
二
十
l
姦
　
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
利
害
関
係
者
及
び
学
識
経
験
者
等
(
以
下
｢
公
述
人
｣
と
い
う
∵
二
伸
､
前
条
,
り
規
定
に

よ
り
あ
ら
か
じ
め
申
し
出
た
者
及
び
そ
の
他
の
者
の
中
か
ら
'
委
員
会
に
お
い
て
定
め
､
議
長
を
経
て
､
本
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
｡



b

2
　
あ
ら
か
じ
め
申
し
出
た
者
の
中
に
､
そ
の
案
件
に
対
し
て
､
賛
成
者
及
び
反
対
者
が
あ
る
と
き
は
､
一
方
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
公
述
人
を
遥
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(
公
述
人
の
発
言
)

第
二
卜
三
条
　
公
述
人
が
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
委
員
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

2
　
前
項
の
発
言
は
'
そ
の
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件
の
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
｡

-
　
公
述
人
の
発
言
か
そ
の
範
囲
を
超
え
､
又
は
公
述
人
に
不
穏
当
な
言
動
が
あ
る
と
き
は
､
委
員
藍
は
､
発
言
を
制
止
し
､
文
は
退
席
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
｡

(
委
員
と
公
述
人
の
質
疑
)

第
二
十
四
条
　
委
員
は
､
公
述
人
に
対
し
て
質
疑
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

-
　
公
述
人
は
､
委
員
に
対
し
て
架
足
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

(
代
理
人
又
は
文
書
に
よ
る
意
見
の
陳
述
)

第
二
卜
五
条
　
公
述
人
は
､
代
理
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
､
又
は
文
書
で
意
見
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
た
だ
し
､
委
員
会
が
特
に
許
可
し

た
場
合
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
｡

第
四
章
　
記
録

(
記
録
)

第
T
　
ト
六
条
　
委
員
良
は
､
職
員
を
し
て
会
議
の
概
要
､
出
席
委
員
の
氏
名
等
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
さ
せ
､
こ
れ
に
署
名
又
は
記

名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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2
　
前
項
の
記
録
は
､
議
長
が
保
管
す
る
｡

第
瓦
章
　
補
則

(
会
議
規
則
と
の
関
係
)

第
二
I
七
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
は
か
､
委
員
会
に
関
し
て
は
､
会
議
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
昭
和
六
十
二
年
　
切
　
月
　
/
　
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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